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　数々の平和事業に従事してき

たリーパーさんと一緒に「平和」

について考えてみませんか。

日時　11 月 20 日（月）

　　　18 時 30 分～ 20 時

場所　人権センター１階会議室

テーマ　「平和のために今、

　　　　私たちにできること」

講師

　元広島平和文化センター理事長

　スティーブン・リーパー　さん

入場料　無料

申込　不要

問い合わせ

　人権センター

　☎２２-７７３６

　　　人権教育推進協議会

　　　社会教育部会研修会

れ
んらく

板竹原市役所

〒 725-8666

竹原市中央五丁目 1 番 35 号

https://www.city.takehara.lg.jp/

人のうごき人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口 ２３，２０７人

男　 １１，１０８人

女　 １２，０９９人

　　　 １２，０１６世帯

１年前　２３，７００人

５年前　２５，７３９人

－９月 30 日現在－

防災情報メールサービスへ登録を―市から防災情報を無料で配信―
15ページ上部ＱＲコードまたはＵＲＬへ空メールを送信後、配信希望内容を選択すれば登録完了

　　　美術体験講座

　　　～色鉛筆で、 絵を描こう。 ～

日時　12 月２日（土）10 時～ 12 時

場所　人権センター１階会議室

講師　竹原市美術協会

　　　安
やすもり

森　征
せ い じ

治　さん

参加費　無料 

定員　15 人（先着順）

　　　※要事前申込

申込方法

　文化生涯学習課備え付けの申込

書又は電話、メールで申し込んで

ください。メールで申し込む場合

は、住所、氏名、年齢、電話番号

を記入してください。

持ち物

　色鉛筆、水彩絵の具（各 12 色

以上）、鉛筆、消しゴム、中ぐら

いの水彩絵の具筆１本

問い合わせ

　文化生涯学習課生涯学習係

　☎２２-２３２８

　E-mail:bunka ＠ city.takehara.lg.jp

　　　応急手当講習

内容　普通救命講習Ⅰ（３時間）

　　　普通救命講習Ⅱ（４時間）

日時　12 月 16 日（土）　

　Ⅰ：９時～ 12 時　※ 10 時～ 12 時

　Ⅱ：９時～ 13 時　※ 10 時～ 13 時

※消防庁のＷＥＢによる事前講

　習を修了した場合、当日の講

　習開始時間が１時間遅くなり

　ます。

　事前ＷＥＢ講習

　の受講はこちら▶
場所　竹原消防署

対象　竹原市内に居住又は勤務

　している人（中学生以上）

定員　20 人程度（先着順）

申込方法　最寄りの消防署・分

　署へ電話、ＦＡＸ、メール、

　郵送、窓口で申し込んでくだ

　さい。

問い合わせ

　竹原消防署救急係

　☎ ２３-０１１９

　FAX ２２-０９５７

　E-mail:hgh230119@city.

　higashihiroshima.lg.jp

公益社団法人広島被害者支援センター

　事件や事故の被害に遭われた人

やご遺族を支援する団体です。

※相談無料、秘密厳守

電話相談

　☎０８２-５４４-１１１０

受付時間

　月～土曜日　９時～ 17 時

　（祝日、８月 13 日～ 16 日、

　12 月 28 日～１月４日を除く )

面接相談

　予約が必要です。まずは電話で

相談を。

問い合わせ

　竹原警察署

　☎２２-０１１０

　　　   ひとりで悩まないで

            ～犯罪の被害に遭われた人へ～

日時

●新規講習（両日の受講が必要）

令和６年１月17日（水）８時30分～17時

令和６年１月18日（木）８時30分～12時

※両日８時から受付

●再講習

令和６年１月 18 日（木）14 時～ 17 時

※ 13 時 30 分から受付

場所　東広島消防署

定員　各 40 人（先着順）

料金

　新規講習　3,850円

　再講習　　1,550円

　（講習初日の受付時に支払い）

  申込

　12 月４日（月）～ 22 日（金）

に東広島市消防局ホームページ

又は受講申請書（市内の消防署・

分署で配付。消防局ホームペー

ジからダウンロード可）により

申し込み。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２−４２２−６３４１

　　　　甲種防火管理

　　　 新規講習 ・ 再講習

詳しくはこちら▶
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事前予約が可能です。

〈電話予約〉

　☎０１２０-１５０-５５４

　（広島県赤十字血液センター）

　平日８時 30 分～ 17 時

〈ＷＥＢ予約〉

問い合わせ　

　市民課生活環境係　

　☎２２-２２７９

日時　12 月４日（月）

　　　９時 45 分～ 11 時 45 分、

　　　13 時～ 15 時 30 分

場所　市民館ロビー

※輸血歴がある場合など、献血を

　ご遠慮いただく場合があります。

bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp【日本語用】　
迷惑メール防止設定をしている人は「takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp」を受信できるようご確認ください。

　　　献血のお知らせ

　　　400ml献血にご協力を！

　麻しん風しん混合ワクチンの

予防接種を実施しています。病

気から身を守るためには、確実

な予防接種が重要です。

　対象の人でまだ接種していな

い人は、早めに予防接種を受け

ましょう。

定期接種の対象者　

１期　１歳から２歳の誕生日の

　　　前日まで

２期　就学前の１年間

※平成 29 年４月２日～平成 30

　年４月１日生まれの人は、令

　和６年３月末までが無料接種

　期間です。

問い合わせ　

　保健センター　

　☎２２-７１５７

　　　麻しん風しんの予防接種

詳しくはこちら▶

予約はこちら▶

　国民年金保険料の免除・納付

猶予・学生納付特例を受けた期

間がある場合、保険料を全額納

めたときより、老齢基礎年金の

年金額が少なくなります。

　しかし、これらの期間の保険

料は、後から納付（追納）する

ことにより、老齢基礎年金の年

金額を増やすことができます。

また、追納した保険料は社会保

険料控除の対象となります。

　保険料の追納をするには年金

事務所での申請が必要です。追

納承認後に交付される納付書で

お支払いください。（口座振替・

クレジット納付はできません。）

注意事項

○一部免除が承認された期間は、

　一部納付保険料を納めている

　ことが必要です。

○追納ができるのは、追納が承

　認された月の前 10 年以内の

　免除等期間に限られます。

○承認等をされた期間のうち、　

　原則古い期間から納付します。

○保険料の免除・納付猶予を受

　けた期間の翌年度から起算し

　て３年度目以降に保険料を追

　納する場合、承認を受けた当

　時の保険料額に経過期間に応

　じた加算額が上乗せされます。

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金保険料

　　　追納制度について

広告

　　　 精神科医による

　　　 精神保健相談

日時　12 月 14 日（木）

　　　13 時 30 分～ 15 時

場所　保健センター

対象者　竹原市・東広島市・大

　崎上島町に居住している人

　※要予約・先着順

費用　無料

※相談内容により、適切な他の

　機関などをご案内することが

　あります。

問い合わせ

　広島県西部東保健所

　保健課保健対策係

　☎０８２-４２２-６９１１

　ご自分や家族の健康のことな

どをご相談ください。

日時　11 月 28 日（火）

　　　９時 30 分～ 11 時 30 分

場所　市役所ロビー

テーマ

　「お口の健康…何でも相談」

　～オーラルフレイル（お口の

　　機能低下）を予防しよう～

※もの忘れ相談プログラムを使っ

　た認知症相談も実施しています。

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２-７７４３

　　　きんさい！まちの保健室

子育て世帯向け賃貸住宅入居者募集中
　子供を遊ばせながら交流できる中庭を完備し、

中央公園にも隣接しています。見学も随時募集

しています。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

詳しくは▶
こちら
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　　　　狩猟期間のお知らせ

れんらく板

　　　秋の火災予防運動

令和５年度防火標語

「火を消して

　不安を消して　つなぐ未来」

　11 月９日（木）～ 15 日（水）

は秋の火災予防運動期間です。 

　秋は空気が乾燥し、風の強い日

が多いため、火災が発生した際に、

火の回りが早く、被害が拡大しや

すくなります。火を取扱う際には、

　　　11 月はエコドライブ

　　　推進月間です

　エコドライブは、燃料消費量

やＣＯ₂排出量を減らし、地球

温暖化防止につなげる「運転技

術」や「心がけ」です。安全運

転による事故防止、燃費向上等、

運転する側にもメリットがあり

ます。

〈エコドライブ 10 のすすめ〉

１.自分の燃費を把握しよう

２.ふんわりアクセル「ｅスタート」

３.車間距離にゆとりをもって、

　　加速・減速の少ない運転

４.減速時は早めにアクセルを離そう

５.エアコンの使用は適切に

６.むだなアイドリングはやめよう

７. 渋滞を避け、余裕をもって

　　出発しよう

８. タイヤの空気圧から始める

　　点検・整備

９.不要な荷物はおろそう

10.走行の妨げとなる駐車はやめよう

問い合わせ　

　市民課生活環境係　

　☎２２-２２７９

　11 月 15 日（水）から令和６年

２月 15 日（木）は狩猟期間です。

※イノシシ及びニホンジカ（島

　しょ部を除く）の狩猟期間は

　２月末までです。

○目立つ色の服装を！

　不慮の事故を防ぐため、期間

中に山菜取りなどで山へ立ち入

る場合は、狩猟者に分かりやす

いように目立つ色の服を着用し

てください。 

○狩猟や駆除にご協力を

　狩猟とは別に、年間を通じて

鳥獣被害対策実施隊にイノシシ

やシカ等の駆除を依頼していま

す。農作物等の被害や市街地へ

の出没を防止する役割を持って

いますので、ご協力をお願いし

ます。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係　

　☎２２－７７４５

　東広島市消防局では、火災予

防アンケートを実施しています。

　住民のみなさんのアンケート

結果を、安心・安全なまちづく

りのための広報・啓発活動の参

考にしています。より住みよい

まちにしていくために、アン

ケートにご協力をお願いしま

す。

　アンケート用紙

は、各消防署で配

布しています。

　ＷＥＢ回答も

できます。

　　　　火災予防アンケート

　　　　を実施しています

問い合わせ

　東広島市消防局予防課　

  ☎０８２-４２２-６３４１

▲ＷＥＢ回答

　はこちら

　「Ｓマーク」は、厚生労働大

臣認可の「標準営業約款登録店」

であることを示す安全・安心の

目印です。

　この「Ｓマーク」を店頭に

表示しているお店は、「安全

（Safety）、 安 心（Standard）、

清潔（Sanitation）」を約束す

る信頼できるお店です。

　万が一、事故が発生し被害を

受けられた場合は、事故賠償基

準に基づいた補償を受けること

ができます。お店選びのご参考

にご利用ください。

問い合わせ

　広島県生活衛生営業指導センター

　☎０８２-５３２-１２００

　　　お店選びは「Ｓマーク」

Ｓマーク▶

　　　新婚世帯の新生活を

　　　応援します

　結婚しやすい環境づくりを推

進し、少子化対策の助けとなる

ことを目的として、次の要件を

満たす新婚世帯に対し市内の住

宅の取得・リフォーム・賃借費

用、引越費用を補助します。

要件　

・令和５年３月１日以降に婚姻

　し、市に住民登録している

・婚姻日における年齢が夫婦共

　に 39 歳以下である

・夫婦の所得の合計が 500 万円

　未満である　など

補助額

①夫婦共に婚姻日における年齢が

　29 歳以下の世帯　上限 60 万円

②①以外の世帯　　上限 30 万円

申請期限　令和６年３月 29日（金）

※予算の範囲内で補助します。

問い合わせ　

　社会福祉課子ども福祉係　

　☎２２-７７４２

気象情報に十分注意

しましょう。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１
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問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

令和６年４月からの新規入園児童を募集します。

申込書配布　11 月 15 日（水）から

申込書配布場所　社会福祉課子ども福祉係、忠海

　支所、各こども園

※市ホームページからもダウンロードできます。

申込受付期間

　11 月 15 日（水）～ 12 月 11 日（月）

　※私立こども園の１号認定の申し込みは、各こ

　　ども園へお問い合わせください。

利用調整　定員超過の場合、認定こども園の２号・

　３号認定は、保育の必要性の程度により利用調

　整を行います。公立認定こども園の１号認定は、

　抽選を行います。（対象者には通知します。）

抽選日時・場所

　12 月 21 日（木）13 時 30 分

　人権センター１階会議室

区分

１号認定 満３歳以上で、教育利用をする場合

２号認定 満３歳以上で、保育を必要とする場合

３号認定 満３歳未満で、保育を必要とする場合

認定こども園の新規入園児童を募集します

放課後児童クラブ名 開設場所 定員

忠海放課後児童クラブ 忠海学園内 35 人

大乗放課後児童クラブ 大乗小学校内 35 人

竹原放課後児童クラブ 竹原小学校内 70 人

竹原西放課後児童クラブ 竹原西小学校内 70 人

吉名放課後児童クラブ 吉名学園内 40 人

荘野放課後児童クラブ 賀茂川会館内 30 人

中通放課後児童クラブ 中通小学校内 35 人

東野放課後児童クラブ 東野小学校隣 35 人

放課後児童クラブ利用申し込み受付開始

対象　放課後児童クラブが開設されている小学校

　に通学する新１年生から新６年生で、放課後に

　就労などのため保護者が家庭にいない児童

※定員数を超えた場合、学年や保護者の就労状　

　況による選考を行います。

申請書配付　11 月 15 日（水）から

申請期間　　11 月 15 日（水）～ 12 月 11 日（月）

申請方法　利用申請書及び就労証明書（社会福祉

　課、各児童クラブに備え付け）により申し込み。

※市ホームページからもダウンロードできます。

申し込み・問い合わせ　社会福祉課子ども福祉係　☎２２-７７４２

　令和６年度に特別認可制度による仁賀小学校

への就学を希望する児童の保護者は、所定の様

式（総務学事課へ備え付け、又は市ホームペー

ジからダウンロード）で申請してください。

入学・転入学の条件

①通年通学すること

②制度の趣旨や目的を理解

　し、学校の教育活動に賛

　同された人であること

③市内在住で、原則保護者が送迎すること

受付期間　12月１日（金）～令和６年１月10日（水）

※学校見学はいつでもできます。

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係　☎２２-２３２９

　仁賀小学校　　　　☎２９-０３０７

　令和６年４月に中学校へ入学する児童又は義

務教育学校後期課程７年生へ進級する児童は、

原則入学・進級時に限り、指定学校以外の中学

校又は義務教育学校への就学を選択すること

（学校選択制）ができます。

　希望する児童の保護者は、所定の様式（総務

学事課へ備え付け、又は市ホームページからダ

ウンロード）で申請してください。なお、受け

入れ人数を超えた場合は、抽選を行います。

※通学は保護者の責任で行っていただきます。

受付期間

　12 月１日（金）～令和６年１月 10 日（水）

申し込み・問い合わせ

　総務学事課学事係

　☎２２-２３２９

市立中学校等入学時の指定学校の変更について仁賀小学校への入学・転入学について

令和６年４月からの放課後児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

詳しくは▶
こちら

詳しくはこちら▶
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▼募集住宅（公営住宅）　７戸　　※家賃は、申込者の収入によってそれぞれ異なります。

市営住宅の入居者を募集します
申込条件

①現に住宅に困窮している人

②現に同居親族がいること（大福地は除く）

③申込者が成人であること

④申込者及び同居親族が市税等（市県民税、固定

　資産税、軽自動車税、国民健康保険税等）を滞

　納していないこと

⑤申込者及び同居親族が暴力団員ではないこと

⑥世帯収入が基準内であること

収入基準

◆一般世帯

　月額所得が 15 万８千円以下

◆高齢者・障害者等がいる世帯

　月額所得が 21 万４千円以下

受付期間　11 月 13 日（月）～ 20 日（月）

申込方法

　所定の申込書（都市整備課、忠海支所に備え付

け）により、都市整備課住宅建築係へ

住宅名 所在地 部屋番号 家賃 (月額 ) 間取り 単身 浴槽 トイレ 駐車場 備考

来須 下野町 Ｂ-３０１ 16,600 円～ 32,500 円 ３ＤＫ × 無 水洗 有 一般向け

大福地 新庄町 Ｂ棟２号  8,300 円～ 16,200 円 ３Ｋ 〇 有 水洗 無 一般向け

冠崎 忠海東町
３０１ 12,900 円～ 25,400 円 ３ＤＫ × 有 水洗 無 一般向け

３０２ 12,900 円～ 25,400 円 ３ＤＫ × 有 水洗 無 一般向け
（心理的瑕疵あり）

床浦丘 忠海床浦 Ａ -１ 11,000 円～ 17,800 円 ３Ｋ × 有 水洗 無 一般向け

柏西 吉名町
５０３ 15,500 円～ 30,400 円 ３ＤＫ × 有 水洗 有 一般向け

５０４ 15,500 円～ 30,400 円 ３ＤＫ × 有 水洗 有 一般向け

問い合わせ　都市整備課住宅建築係　☎２２-７７４９

告知放送設備を用いた情報伝達試験を実施します

情報伝達手段 放送内容

告知放送設備※

１　上り４音チャイム

２　これは、Ｊアラートのテストです。

　　（３回繰り返し）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。この訓練は、全

国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、竹原市以外の地域でも様々な手段を用いて情報

伝達試験が行われます。

１　訓練実施日時　　　　11 月 15 日（水）11 時頃

２　訓練で行う放送内容

※告知放送設備とは、市内 20 箇所に

　設置している屋外スピーカーと、市

　内公共施設等 39 箇所に設置してい

　る告知放送端末です。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３

「第 31 回景観づくり大賞」　写真募集
　瀬戸内海をはじめとする美しい自然景観、田園や農村景観、魅力ある都市景観など、広島県の優れた

景観、あなたのお気に入りの景観を写真に収めて応募してください。

募集内容　〈テーマ１〉風景・まちなみ（四季の移り変わりや、歴史の重みが感じられるもの）

　　　　　〈テーマ２〉建築物・工作物（周辺の風景やまちなみ等に調和し、付近の景観と一体的になっているもの）

募集期間　令和６年１月 12 日（金）まで　（当日必着）

応募方法　所定の応募用紙に必要事項を記入し、写真（デジタル写真も可、Ｌサイズ）を添えて、広島

　県景観会議事務局（竹原市都市整備課内）まで郵送してください。

　※募集要項・応募用紙は都市整備課備え付け、又は広島県景観会議のホームページ

　　からもダウンロードできます。

問い合わせ　都市整備課都市計画係　☎２２-７７４９

詳しくはこちら▶

詳しくはこちら▲
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開催日 内容区分 開催時間 定員 開催場所

11 月 22 日（水）
12 月 20 日（水）

【導入編】(免税事業者向け ) 10 時～ 11 時 24 人

竹原税務署
1階会議室

【基礎編】(課税事業者向け ) 13 時 30 分～ 14 時 30 分 24 人

【登録要否相談会】※お一人１時間程度
11 時～ 12 時

14 時 30 分～ 16 時 30 分
６人

「インボイス制度説明会」等を開催します
　10 月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が

始まりました。制度について正しく理解をしていただき早期の手続きを行っていただくため、説明会

及び登録要否相談会を開催（無料）いたします。ぜひご参加ください。

※説明会は事前予約制です。税務署の窓口又は電話により予約をお願いします。

※個人事業者で登録申請される場合は、スマートフォンとマイナンバーカード（暗証番号が必要）をご持参ください。

問い合わせ　竹原税務署調査部門　☎２２-０５１７

請求することができる証明書 手数料 備考

不動産登記 登記事項証明書 600 円
請求には地番・家屋番
号の特定が必要です。

商業・法人登記

登記事項証明書 600 円

印鑑証明書 450 円
印鑑カード及び代表者
の生年月日の入力が必
要です。

動産譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円

債権譲渡登記 概要記録事項証明書 300 円

法務局からのお知らせ
　市役所１階の「法務局登記証明コーナー」で登記事項証明書等を請求することができます。タッ

チパネル操作で簡単に取得できますので、ぜひご利用ください。また、自宅や会社からインターネッ

トで請求した証明書等を、登記証明コーナーの窓口で受け取ることもできます。

開設日　月～金曜日 11 時～ 15 時

     　（年末年始、祝日を除く）

問い合わせ

　広島法務局東広島支局

　☎０８２-４２２-２１８０

※インターネット請求については、

　「登記ねっと供託ねっと」のホー

　ムページをご覧ください。

※手数料は、収入印紙で納めてください。（竹原郵便局等で購入できます）

※地図（公図）など、一部の証明書については請求できません。

詳しくはこちら▶

【注意】この欄は、市民のみなさん相互の情報交換の場です。掲載行事等は、市の主催ではありません。
　　　 日時・会場・内容等は各主催者によくご確認のうえご自分の責任で参加してください。

掲載申し込み随時受付中！ 

問い合わせ　企画政策課 ☎２２-０９４２

★竹原コーラス“そよ風”40 周年記念コンサート

　「三つの汽車のうた」「海よりも空よりも」「いのちの歌」「未来へ」などを演奏します。ぜひ、お越しください。

日時　12 月 10 日（日）14 時～（開場 13 時 30 分）　場所　ホテル大広苑　※入場無料

問い合わせ　竹原コーラス“そよ風”・井
いのうえ

上　☎２９-０７１８

募集種目 受験資格 受付期限（必着） １次試験日

自衛官候補生
18 歳以上 33 歳未満 (32 歳の人は、採用予
定月の末日現在、33 歳に達していない人 )

11 月 29 日（水）
11 月 30 日（木）

又は 12 月１日（金）

自衛官採用試験

　問い合わせ　自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所　

　　　　　　　☎０８４８-２２-６９４２ 詳しくはこちら▶
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